
源泉徴収の方法について 
 

１ 管轄の税務署に記入例にならって「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を送付します。 
       

２ 税務署から納付書が送られてきます。 
 

３ 必要事項を記入し、謝金を支払った翌月の１０日までに銀行や郵便局で納付します。 

 
 

納付書記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１ 講師が新幹線で来られて謝金を払った。 

   新幹線料金等の領収がある場合 

    謝金５０，０００円支払った。 

     

５０，０００円×１０．２１％＝５，１０５円    →  ５，１００円 

     （謝金）    （税率） （1円未満切り捨て） → （納税額） 

例２ 講師が自家用車往復距離１２０㎞で来られて謝金を払った。 

    ３０円×１２０Km＝３，６００円 

    謝金５０，０００円支払った。 

 

    （３，６００円＋５０，０００円）×１０．２１％＝５，４７２円   → ５，４７０円 

      （車賃）   （謝金）     （税率） （1円未満切り捨て）→  （納税額） 

 

 

＊講師が複数の場合でも謝金の支払い納付書を一枚で済ませることができます 

講師3名 
例１ 50,000 円 

例２ 53,600 円 

謝金の支払い年月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊太枠のみを記入し、管轄の税務署へ提出

してください。 

支払い年月日 支払い年月日 


